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(
)

を

｣

｢

に 改 め 、 同 様

｣

式 の � の １ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ ｢⑭看護体制｣ の欄は､ 当該特例措置による患者を受け入れる病棟について

記述すること｡

第 一 号 様 式 の � の ３ 中 ｢すべて｣ を ｢全て｣ に 改 め 、 同 � の ４ 中 ｢指定基準｣ を

｢精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条の７第１項の規定に基づき厚生

労働大臣の定める基準 (昭和６３年４月８日厚生省告示第１２７号) ｣ に 改 め る 。

第 一 号 様 式 の 二 中 ｢第２３条第１項｣ を ｢第２２条第１項｣ に 改 め る 。

第 二 号 様 式 中

｢
を

｣

｢

に 改

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 中 １ を 削 り 、 ２ を １ と し 、 ３ を ２ と す る 。

第 三 号 様 式 中

｢

を

｣

｢

に 改

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 中 １ を 削 り 、 ２ を １ と し 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、

５ を ４ と す る 。

第 四 号 様 式 中 ｢第３３条第１項の｣ を ｢第３３条第１項又は第３項の｣ に 、 ｢保護

者の｣ を ｢家族等の｣ に 、

｢

を

｣

｢

に 改
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2
(２) 入院患者数に対する (１) の人員数の比率

( 対１)
(３) 入院患者数を４で除して得た数 (一未満の端数は､ 切り上
げる｡ )

( )
(４) (３) で得た数に０.８を乗じて得た数

( )
(５) (４) で得た数と (１) の人員数とを比較して大きい数

( )

(１) 看護師数及び准看護師数の合計
( 人)

(２) 入院患者数に対する (１) の人員数の比率
( 対１)

入院年月日

保 護 者

年 月 日

住 所

氏 名
フリガナ
住 所

氏 名
フリガナ

(男・女)

(男・女)

続柄

続柄

生年月日

生年月日

年 月 日
(満 歳)

年 月 日
(満 歳)

入院年月日 年 月 日

措置年月日

保 護 者

年 月 日

住 所

氏 名
フリガナ
住 所

氏 名
フリガナ

(男・女)

(男・女)

続柄

続柄

生年月日

生年月日

年 月 日
(満 歳)

年 月 日
(満 歳)

措置年月日 年 月 日

保 護 者

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 家庭裁判所が選任した者 (選任年月日 年 月 日)
５ その他 ( )

住 所

氏 名
(男・女)

(男・女)
続柄

続柄 生 年

月 日 年 月 日

年 月 日

同意をした
家 族 等

１ 配偶者 ２ 父母 (親権者である・ない) ３ 祖父母
等 ４ 子・孫等 ５ 兄弟姉妹 ６ 後見人又は保佐人
７ 家庭裁判所が選任した扶養義務者 (選任年月日 年
月 日) ８ 市町村長

住 所

氏 名
(男・女)

(男・女)
続柄

続柄 生 年

月 日 年 月 日

年 月 日



(
)

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ２ 中 ｢こと (法第３３条第２項又は｣ を ｢こと (｣

に 改 め 、 ｢ ｢法第３３条第２項入院｣ ､ ｣ を 削 り 、 ｢法第３３条第２項・第４項入院｣

又は ｢法第３３条の４第２項入院｣ を ｢法第３３条第３項・第４項入院｣ 又は ｢法第

３３条の７第２項入院｣ に 改 め 、 ｢ (法第３３条第２項又は法第３３条第２項・第４

項による入院の場合は､ 入院した年月日も併せて記載すること｡ ) ｣ を 削 り 、 同 記 載

上 の 留 意 事 項 の ８ 中 ｢保護者｣ を ｢同意をした家族等｣ に 改 め 、 同 記 載 上 の 留 意 事 項

中 ９ を 10 と し 、 ８ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。
９ 提出に当たつては､ 医療法施行規則第１条の５に規定する入院診療計画書の写

しを添付すること｡

第 五 号 様 式 を 削 る 。

第 五 号 様 式 の 二 の ( そ の 一 ) 中 ｢ (その１) 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第３３条第１項に規定する場合用｣ を 削 り 、 ｢保護者の｣ を ｢家族等の｣ に 、

｢

を

｣

｢

に 改

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ２ 中 ｢法第３３条第２項又は｣ を 削 り 、 ｢法第３３

条第２項入院｣ 又 は ｢法第３３条の４第２項入院｣ を ｢法第３３条の７第２項入院｣

に 改 め 、 同 記 載 上 の 留 意 事 項 の ９ 中 ｢保護者｣ を ｢同意をした家族等｣ に 改 め 、 同 様

式 の ( そ の 二 ) を 削 り 、 同 様 式 の ( そ の 一 ) を 第 五 号 様 式 と す る 。

第 六 号 様 式 中

｢

を

｣

｢

に 改

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の １ 中 ｢欄は､ ｣ の 下 に ｢法第３３条第１項又は第３

項による｣ を 加 え 、 ｢ (法第３３条第２項又は法第３３条第２項・第４項による入院

を経た場合にあつてはその入院年月日) ｣ を 削 り 、 同 記 載 上 の 留 意 事 項 中 ２ を 削 り 、

３ を ２ と す る 。

第 七 号 様 式 中 ｢第３３条の４第２項後段｣ を ｢第３３条の７第２項後段｣ に 、

｢

を

｣
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選任された
退院後生活
環境相談員
の氏名

保 護 者

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 家庭裁判所が選任した者 (選任年月日 年 月 日)
５ その他 ( )

住 所

氏 名
(男・女)

(男・女)
続柄

続柄 生 年

月 日 年 月 日

年 月 日

同意をした
家 族 等

１ 配偶者 ２ 父母 (親権者である・ない) ３ 祖父母
等 ４ 子・孫等 ５ 兄弟姉妹 ６ 後見人又は保佐人

住 所

氏 名
(男・女)

(男・女)
続柄

続柄 生 年

月 日 年 月 日

年 月 日

７ 家庭裁判所が選任した扶養義務者 (選任年月日 年
月 日) ８ 市町村長

入院年月日

保 護 者

年 月 日

住 所

氏 名
フリガナ
住 所

氏 名
フリガナ

(男・女)

(男・女)

続柄

続柄

生年月日

生年月日

年 月 日
(満 歳)

年 月 日
(満 歳)

入院年月日 年 月 日

(１) 看護師数及び准看護師数の合計
( 人)

(２) 入院患者数に対する (１) の人員数の比率
( 対１)

(３) 入院患者数を４で除して得た数 (一未満の端数は､ 切り上
げる｡)

( )
(４) (３) で得た数に０. ８を乗じて得た数

( )
(５) (４) で得た数と (１) の人員数とを比較して大きい数

( )



(
)

｢

に 改 め 、 同 様

｣

式 の � の １ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ ｢⑭看護体制｣ の欄は､ 当該特例措置による患者を受け入れる病棟について

記述すること｡

第 七 号 様 式 の � の ３ 中 ｢すべて｣ を ｢全て｣ に 改 め 、 同 � の ４ 中 ｢指定基準｣ を

｢精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条の７第１項の規定に基づき厚生

労働大臣の定める基準 (昭和６３年４月８日厚生省告示第１２７号) ｣ に 改 め る 。

第 七 号 様 式 の 二 中 ｢第３３条の４第１項｣ を ｢第３３条の７第１項｣ に 改 め 、 同 様

式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ３ 中 ｢保護者等｣ を ｢家族等｣ に 改 め る 。

第 七 号 様 式 の 三 中 ｢第３３条の４第２項後段｣ を ｢第３３条の７第２項後段｣ に 改

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ６ 中 ｢保護者等｣ を ｢家族等｣ に 改 め る 。

第 八 号 様 式 中

｢

を

｣

｢

に 改

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ２ 中 ｢法第３３条第２項又は｣ 及 び ｢ ｢法第３３条

第２項入院｣ ､ ｣ を 削 り 、 ｢法第３３条第２項・第４項入院｣ 又は ｢法第３３条の４

第２項入院｣ を ｢法第３３条第３項・第４項入院｣ 又は ｢法第３３条の７第２項入院｣

に 改 め 、 同 記 載 上 の 留 意 事 項 中 10 を 削 り 、 11 を 10 と す る 。

第 九 号 様 式 中

｢

を

｣

｢

に 、

｣

｢

を

｣

｢

に 改

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ２ 中 ｢こと (法第３３条第２項又は｣ を ｢こと (｣

に 改 め 、 ｢ ｢法第３３条第２項入院｣ ､ ｣ を 削 り 、 ｢法第３３条第２項・第４項入院｣

又は ｢法第３３条の４第２項入院｣ を ｢法第３３条第３項・第４項入院｣ 又は ｢法第

３３条の７第２項入院｣ に 改 め 、 ｢ (法第３３条第２項又は法第３３条第２項・第４

項による入院の場合は､ 入院した年月日も併せて記載すること｡ ) ｣ を 削 り 、 同 記 載

上 の 留 意 事 項 中 ８ を 削 り 、 ９ を 10 と し 、 ７ を ９ と し 、 ６ を ８ と し 、 ５ を ６ と し 、 同 ６

の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

７ ｢退院に向けた取組の状況｣ の欄については､

� 退院後生活環境相談員との最初の相談を行つた時期やその後の相談の頻度等

� 地域援助事業者の紹介の有無や紹介した地域援助事業者との相談の状況等

� 医療保護入院者退院支援委員会での審議状況等

について記載することとし､ �については､ 必要に応じて医療保護入院者退院支

援委員会における審議結果記録の写しを添付した上で､ その旨同欄に明記するこ

青
森
県
報
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成
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年
３
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31
日
月
曜
日
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24
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4
(１) 看護師数及び准看護師数の合計

( 人)
(２) 入院患者数に対する (１) の人員数の比率

( 対１)

審査会意見

保 護 者

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 家庭裁判所が選任した者 (選任年月日 年 月 日)
５ その他 ( )

住 所

氏 名
(男・女)

(男・女)
続柄

続柄 生 年

月 日 年 月 日

年 月 日

審査会意見

今後の治療
方針

退院に向け
た取組の状
況

今後の治療
方針

選任された退院後生活環境相談員

審査会意見

保 護 者

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 家庭裁判所が選任した者 (選任年月日 年 月 日)
５ その他 ( )

住 所

氏 名
(男・女)

(男・女)
続柄

続柄 生 年

月 日 年 月 日

年 月 日

審査会意見



(
)
と｡

第 九 号 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ４ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

５ 入院後の診察により精神症状が重症であつて､ かつ､ 慢性的な症状を呈するこ

とにより入院の継続が明らかに必要な病状であること等により１年以上の入院が

必要であると判断される場合には､ ｢過去１２月間の治療の内容及び結果並びに

通院又は任意入院に変更できなかつた理由｣ の欄にその旨を記載すること｡

第 十 号 様 式 中

｢ を｣

｢

に

｣

｢

を

｣

｢

に 改 め る 。

｣

第 十 号 様 式 の 三 中 ｢第２２条の４第４項及び｣ を ｢第２１条第４項及び｣ に 、 ｢第

２２条の４第４項後段｣ を ｢第２１条第４項後段｣ に 改 め る 。

第 十 一 号 様 式 中 ｢第２３条｣ を ｢第２２条｣ に 、 ｢第２４条｣ を ｢第２３条｣ に 、

｢第２５条) ｣ を ｢第２４条) ｣ に 、 ｢第２５条の２｣ を ｢第２５条｣ に 改 め る 。

第 十 四 号 様 式 中 ｢保護者｣ を ｢あなたの家族等｣ に 、 ｢処遇の改善｣ を ｢病院の処

遇の改善｣ に 改 め る 。

第 十 六 号 様 式 を 削 る 。

第 十 七 号 様 式 中 ｢第８条｣ を ｢第７条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 十 六 号 様 式 と す る 。

第 十 八 号 様 式 中 ｢第１０条｣ を ｢第９条｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 十 七 号 様 式 と す る 。

第 十 八 号 様 式 の 二 中 ｢第１０条の２｣ を ｢第１０条｣ に 、 ｢第３３条の４第１項｣

を ｢第３３条の７第１項｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 十 八 号 様 式 と す る 。

第 十 八 号 様 式 の 三 中 ｢第１０条の４｣ を ｢第１０条の３｣ に 、 ｢第２２条の３｣ を

｢第２０条｣ に 改 め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 の ２ 中 ｢法第３３条第２項又は｣ 及

び ｢ ｢法第３３条第２項入院｣ ､ ｣ を 削 り 、 ｢法第３３条第２項・第４項入院｣ 又は

｢法第３３条の４第２項入院｣ を ｢法第３３条第３項・第４項入院｣ 又は ｢法第３３

条の７第２項入院｣ に 改 め 、 同 様 式 を 第 十 八 号 様 式 の 二 と す る 。

第 二 十 二 号 様 式 中 ｢保護者｣ を ｢家族等｣ に 改 め る 。

第 二 十 四 号 様 式 中

｢

を

｣

｢

に 改

｣

め 、 同 様 式 の 記 載 上 の 留 意 事 項 中 １ を 削 り 、 ２ を １ と し 、 ３ を ２ と す る 。

第 二 十 六 号 様 式 中

｢

を

｣

｢

に 改

｣
め 、 記 載 上 の 留 意 事 項 を 削 る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 青 森 県 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法

律 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ て い る 書 類 は 、 改 正 後 の 青 森 県 精 神 保 健 及 び 精 神

障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 と み な す 。
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青森県知事 殿

年 月 日
青森県知事 殿

氏 名
フリガナ

�
性
別 男・女

氏 名
フリガナ

�

精神病床利用状況

保 護 者

住 所

氏 名
フリガナ
住 所

氏 名
フリガナ

許可病床 床 入院患者 人

(男・女)

(男・女)

続柄

続柄

生年月日

生年月日

年 月 日
(満 歳)

年 月 日
(満 歳)

精神病床利用状況 許可病床 床 入院患者 人

仮退院の許可期間

保 護 者

住 所

氏 名
フリガナ
住 所

氏 名
フリガナ

年 月 日から 年 月 日まで

(男・女)

(男・女)

続柄

続柄

生年月日

生年月日

年 月 日
(満 歳)

年 月 日
(満 歳)

仮退院の許可期間 年 月 日から 年 月 日まで

、



( )

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
に
開
始
す
る
臨
時
の
職

業
訓
練
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年３月31日 月曜日 第3824号 6

臨
時
の
職

業
訓
練
を

実
施
す
る

能
力
開
発

校
の
名
称

職
業
訓
練

の
種
類
・

訓
練
課
程

対
象
者

訓

練

科

訓
練
期
間

定
数

授
業
料

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
短

期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

Ｆ
Ｐ
簿
記
養
成
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
科

四
月

二
〇
人

×
二
回

Ｉ
Ｔ
簿
記
経
理
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

Ｏ
Ａ
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

Ｏ
Ａ
販
売
実
務
科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

医
療
事
務
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
職
員
初
任
者
研
修

科

三
月

二
〇
人

×
二
回

実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

コ
ン
タ
ク
ト
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
養
成
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

総
合
Ｉ
Ｔ
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

不
動
産
ス
キ
ル
養
成
科

六
月

二
〇
人

簿
記
企
業
会
計
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

Ｏ
Ａ
販
売
実
務
科
Ｄ
Ｓ

四
月

二
〇
人

六
次
産
業
化
人
材
育
成

科
Ｄ
Ｓ

六
月

一
五
人

求
人
セ
ッ
ト
型
訓
練

一
月
か
ら
三
月

二
〇
人

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

Ｆ
Ｐ
・
簿
記
養
成
科

六
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

Ｏ
Ａ
事
務
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
科

六
月

二
〇
人

コ
ン
タ
ク
ト
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
養
成
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

調
剤
薬
局
事
務
科

三
月

二
〇
人

医
療
事
務
・
医
師
事
務

作
業
補
助
科

三
月

二
〇
人

医
療
事
務
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
職
員
初
任
者
研
修

科

三
月

二
〇
人

×
四
回

実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
三
回
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簿
記
会
計
科

五
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科
Ｄ
Ｓ

四
月

二
〇
人

求
人
セ
ッ
ト
型
訓
練

一
月
か
ら
三
月

二
〇
人

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

Ｆ
Ｐ
・
簿
記
・
パ
ソ
コ

ン
実
践
科

六
月

二
〇
人

医
療
事
務
・
医
事
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
科

三
月

二
〇
人

介
護
職
員
初
任
者
研
修

科

三
月

二
〇
人

×
四
回

コ
ン
タ
ク
ト
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
養
成
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

電
気
工
事
士
養
成
科

四
月

二
〇
人

パ
ソ
コ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス

基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

パ
ソ
コ
ン
・
簿
記
基
礎

科

三
月

二
〇
人

×
三
回

パ
ソ
コ
ン
実
務
科

五
月

二
〇
人

医
療
事
務
科
Ｄ
Ｓ

四
月

二
〇
人

経
理
実
務
科
Ｄ
Ｓ

四
月

二
〇
人

求
人
セ
ッ
ト
型
訓
練

一
月
か
ら
三
月

二
〇
人

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

Ｉ
Ｔ
応
用
科

三
月

一
五
人

×
二
回

医
療
事
務
科

三
月

二
〇
人

経
理
Ｏ
Ａ
科

三
月

一
五
人

×
二
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

(

昭
和
三

十
五
年
法

律
第
百
二

十
三
号)

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で
あ

っ
て
、
公

共
職
業
安

定
所
長
の

受
講
指
示
、

受
講
推
薦

又
は
支
援

指
示
を
受

け
た
者

知
識
技
能
習
得
訓
練
コ

ー
ス

二
月

九
人

実
践
能
力
習
得
訓
練
コ

ー
ス

一
月
か
ら
三
月

七
人

特
別
支
援
学
校
早
期
訓

練
コ
ー
ス

一
月

五
人

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

知
識
技
能
習
得
訓
練
コ

ー
ス

二
月

九
人

実
践
能
力
習
得
訓
練
コ

ー
ス

一
月
か
ら
三
月

七
人

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

実
践
能
力
習
得
訓
練
コ

ー
ス

一
月
か
ら
三
月

二
人

青
森
県
立

障
害
者
職

業
訓
練
校

知
識
技
能
習
得
訓
練
コ

ー
ス

二
月

九
人

実
践
能
力
習
得
訓
練
コ

ー
ス

一
月
か
ら
三
月

七
人

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

在
職
者
訓
練
コ
ー
ス

三
九
時
間

一
〇
人

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で
あ

っ
て
、
在

職
し
て
い

る
者

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

在
職
者
訓
練
コ
ー
ス

三
九
時
間

一
〇
人

青
森
県
立

障
害
者
職

業
訓
練
校

在
職
者
訓
練
コ
ー
ス

三
九
時
間

一
〇
人

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

職
業
に
必

要
な
技
能

及
び
こ
れ

に
関
す
る

知
識
を
習

Ｏ
Ａ
事
務
科

一
五
時
間

二
〇
人

千
三
百

円

電
気
工
事
科

一
二
時
間

二
五
人

千
円



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

森
林
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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電
気
工
事
科

二
一
時
間

一
五
人

×
二
回

千
九
百

円

得
し
よ
う

と
す
る
者

で
あ
っ
て
、

在
職
し
て

い
る
者

電
気
工
事
科

二
四
時
間

三
〇
人

二
千
二

百
円

電
気
工
事
科

三
〇
時
間

二
〇
人

二
千
八

百
円

土
木
施
工
科

一
八
時
間

二
〇
人

千
六
百

円

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

自
動
車
整
備
科

一
二
時
間

一
〇
人

千
円

造
園
科

一
二
時
間

一
〇
人

千
円

造
園
科

一
五
時
間

一
〇
人

千
三
百

円

配
管
科

一
二
時
間

一
〇
人

千
円

配
管
科

一
五
時
間

一
〇
人

千
三
百

円

配
管
科

一
八
時
間

一
〇
人

千
六
百

円

配
管
科

三
〇
時
間

一
〇
人

二
千
八

百
円

木
造
建
築
科

一
二
時
間

二
〇
人

千
円

木
造
建
築
科

一
五
時
間

二
〇
人

千
三
百

円

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

Ｏ
Ａ
事
務
科

一
二
時
間

一
〇
人

千
円

機
械
加
工
科

一
五
時
間

一
〇
人

千
三
百

円

自
動
車
整
備
科

一
二
時
間

一
〇
人

千
円

電
気
工
事
科

一
二

時
間

一
五
人

×
二
回

千
円

電
気
工
事
科

一
八
時
間

三
〇
人

千
六
百

円

配
管
科

一
五
時
間

一
〇
人

千
三
百

円

配
管
科

二
四
時
間

二
〇
人

二
千
二

百
円

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科

一
二
時
間

一
〇
人

千
円

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

配
管
科

一
四
時
間

一
〇
人

×
四
回

千
二
百

円

配
管
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

配
管
科

二
一
時
間

一
〇
人

千
九
百

円

木
造
建
築
科

一
五
時
間

一
〇
人

千
三
百

円

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
普

通
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

二
〇
人

二
五
人

保
育
士
養
成
科

二
年

一
五
人

二
五
人

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

生
活
福
祉
学
科
／
介
護

福
祉
専
攻

二
年

五
〇
人

保
育
科

二
年

一
〇
人

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

二
四
人

二
五
人



( )

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

青
森
市
大
字
駒
込
字
深
沢
一
四
の
一
・
一
六
・
一
七
・
一
八
の
一

(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
三
、
一
五
の
一
、
一
八
の
二
か
ら
一
八
の
四
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
青
森
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法

(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
次
の
市
道
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号)

第
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

丸
岡
工
務
店

二

氏
名

丸
岡

昭
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
中
野
五
丁
目
一
九
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
二
〇
〇
二
九
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
イ
ン
テ
リ
ア
原
田

二

代
表
者
の
氏
名

原
田

正
彦
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路
線
名

工

事

区

間

工
事
の
種
類

工
事
の

完
了
の
日

小
和
森
尾
崎

線

平
川
市
尾
崎
木
戸
口
一
八
六
の
七
六
か
ら

平
川
市
尾
崎
木
戸
口
一
八
六
の
七
六
ま
で

改
築

(

道
路
改

良)

平
成

��･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
湊
高
台
二
丁
目
一
六
の
二
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
二
〇
二
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

雑

報

青
森
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号

み
ち
の
く
有
料
道
路
、
青
森
空
港
有
料
道
路
、
第
二
み
ち
の
く
有
料
道
路
の
通
行
料
金
の
額
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法

(
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
道
路
公
社
理
事
長

成

田

昌

規

一

料
金
の
額

み
ち
の
く
有
料
道
路

青
森
空
港
有
料
道
路

第
二
み
ち
の
く
有
料
道
路

二

実
施
時
期

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。
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車
種
の

区

分

普
通
車

大
型
車

(

Ⅰ)

大
型
車

(

Ⅱ)

軽
自
動
車
等

軽
車
両
等

料
金
の
額

(

通
行
一

回
当
た
り)

八
五
○
円

一
、
三
○
○
円

三
、
○
二
○
円

六
四
○
円

八
○
円

車
種
の

区

分

普
通
車

大
型
車

(

Ⅰ)

大
型
車

(

Ⅱ)

軽
自
動
車
等

軽
車
両
等

料
金
の
額

(

通
行
一

回
当
た
り)

二
一
○
円

三
三
○
円

七
五
○
円

一
五
○
円

二
○
円

車
種
の

区

分

普
通
車

大
型
車

(

Ⅰ)

大
型
車

(

Ⅱ)

軽
自
動
車
等

料
金
の
額

(

通
行
一

回
当
た
り)

二
一
○
円

三
二
○
円

七
三
○
円

一
五
○
円


